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平成21年９月 教育委員会定例会会議録  

 

 

１ 開会の日時  

 平成21年９月18日（金）午前９時30分  

 

２ 出席委員 

 三浦溥太郎 委員長 

 齋藤 道子 委 員 

 出光 ケイ 委 員 

 森武  洋 委 員 

 永妻 和子 委 員（教育長）  

 

３ 出席説明員  

 管理部長     藤田 清隆 

 管理部総務課長     大川 佳久 

 管理部学校再編担当課長  内田 康之 

 管理部教職員課長    高橋 淳一 

 管理部学校管理課長   藤田 裕行 

 生涯学習部長    外川 昌宏 

 生涯学習部生涯学習課長   永塚 髙行 

 生涯学習部学校教育課長   中山 俊史 

 生涯学習部学校保健課長   飯島 幸夫 

 生涯学習部スポーツ課長   伊藤  学 

 教育研究所長    阿部 優子 

 教育情報担当課長 野間 俊行 

 中央図書館長    根本 博行 

 博物館運営課長      横山 治久 

美術館運営課長  奥田 幸治 

 

４ 傍聴人 なし 

 

５ 議題及び議事の大要  

 

○  委員長 開会を宣言 

○ 委員長 本日の会議録署名人に森武委員を指名した。 
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○ 教育長報告 

  前回の定例会から本日までの報告事項 

 

（永妻教育長） 

 それでは平成 21 年８月 22 日から本日までの主な所管事項についてご報告い

たします。 

 はじめに「第 22 回子どものための音楽会」の開催についてです。 

 ８月 23 日に、よこすか芸術劇場で、横須賀市立中学校吹奏楽部合同バンドや

中学校合同合唱団など約 500 名により「第 22 回子どものための音楽会」を開催

いたしました。当日は、市内中学生吹奏楽合同バンドによる吹奏楽の演奏や市

内小・中学生と大人による「組曲『横須賀』」の演奏などを行いました。 

 特に市内の小・中学生と大人による「組曲『横須賀』」の演奏は、市内の小学

生合唱団による児童合唱も加わり、市民の郷土よこすかを愛する気持ちが熱く

伝わってくるものでした。 

 続きまして第３回市議会定例会についてです。 

 第３回市議会定例会は現在会期中でございますが、すでに教育委員会が所管

である教育経済常任委員会の審議は終了しました。後ほどの議題にもあります

が、光洋小と鴨居小、上の台中と鴨居中の統合に伴います市立学校設置条例案、

あるいは、校務支援システム導入・理科教材の購入の補正予算について議決を

されております。今後決算特別委員会が開催されます。 

 教育委員会としては、学校教育及び社会教育に関して誠意ある事務執行をし

てきたつもりであります。しかしながら、決算委員会での審議における指摘事

項については真摯に受け止め、来年度の予算編成に反映させていきたいと考え

ております。 

 最後になりますが新型インフルエンザに関する対応についてです。 

 昨日テレビ報道で、新型インフルエンザに感染していた横浜市の小学校６年

生の男児が亡くなったことが報じられました。既往症があったとの報道があり

ますが、改めまして教育委員会としましては、学校と連携を密にした感染防止

に努めてまいりたいと思いますが、引き続き生涯学習部長から現在の学校の状

況と今後の対応策について報告させていただきたいと思います。私からの報告

は以上です。 

 

（生涯学習部長） 

 それでは、現在までのインフルエンザの状況についてお知らせさせていただ

きます。 
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９月以降の学級閉鎖の現状でございますが、９月４日に池上小が学級閉鎖し

たのをはじめとして、今まで５つの学校７つの学級が学級閉鎖をしております。

内訳は、池上小（９月４日）、鶴久保小（９月７日）、森崎小（９月７日）ちな

みに森崎小はこのとき２つの学年で学級閉鎖となりました。田戸小（９月15日）、

そして同じく９月 15 日に森崎小（１年生）、そして昨日 17 日が浦賀小です。 

 現在、毎日のように、欠席者の報告を、学校は教育委員会に上げております。

Ａ型インフルエンザに９月以降、現在までかかってしまったお子さんの数は、

小学校 151 名、中学校 28 名、計 179 名です。そのうち完治された方が、小学校

102 名、中学校 18 名で、120 名が完治をしております。 

 従いまして、昨日の時点で、インフルエンザにかかっているのは、小学校で

49 名、中学校で 10 名の計 59 名となっております。 

 教職員では、小学校２名、中学校１名の３名の方がかかっているという状況

でございます。 

 教育委員会の対応としましては、夏休みの終わりから、何回か通知を出して

おります。通知の内容は、インフルエンザの予防ということで、家庭の協力・

啓発を学校からお願いをしたいといこと、それから学校では予防の手立ての徹

底をお願いするという内容で、出しております。 

昨日の横浜市のこともありますし、明日から長い休みに入るので、本日再度

家庭への協力と学校での徹底についての通知を出していきたいと考えておりま

す。 

 もうひとつでありますが、９月に入りまして、小学校も中学校も遠足や体育

祭、修学旅行が間近に控えております。それらは、教育課程のなかで、どれを

とりましても重要なものでありますので、どのように取り扱っていこうかとい

うことで、通知をしております。もし、臨時休業に至る学級閉鎖をした場合に

は、自宅学習が出来る手立てを、まず学校はとっておいてくださいということ、

それから、長引く場合には、どこかで授業が補填できるようなにお願いをして

います。修学旅行につきましては、今月の終わりから行っておりますが、修学

旅行の教育的な効果ということを考えながら、なるべく行く方向でという通知

が県からも出ております。 

横須賀市でも同様に、修学旅行については、何とか行かせてあげたいと考え

ております。小学校の行き先は、日光がほとんどですが、日光は特別列車で行

くことが多いのですが、９月の終わりから、梯団を組んでいきます。その梯団

が空くのが、12 月の最初になります。そうしますと、１回延期をしますと冬の

日光に行かざるをえないということになり、延期＝中止になってしまうかも知

れないので、もし学級閉鎖があっても、行かせてあげたいというような通知を

出しています。 
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ただし、修学旅行の場合には、学校では予定がつきにくいようなことも含め

てそういった判断をとっておりますが、例えば学校ですぐに予定がつく学年の

遠足などは、少し考えてくださいということで、現在学級閉鎖をしている学年

のなかで、取りやめた学校もあります。それは、延期が可能ですので、延期を

しております。 

現状として、学校も私たちも予防しかできないなかで、学校保健課でも色々

と対策を練っています。消毒液の在庫がなくて、教育委員会が集めて買うこと

が不可能になっている状況ですが、予算を少し学校に配分しますと、学校が近

くのところで、何本かは買えるということになりますので、教育委員会で、学

校に予算立てを行っております。それから先ほど申し上げましたように修学旅

行に今月の終わりから行きますが、泊まる旅館、１校で６軒泊まるわけですが、

その６軒の旅館に電子体温計というか、すぐに体温を計れる体温計を３本ずつ

おき、全部の子どもたちがすぐに体温を測れるような形で、今準備に入ってお

ります。 

 今考えられる手立ては、全てやっておりますけれども、新たな手立てがある

場合には、すぐにやっていきたいと考えております。 

 

（質問なし） 

 

日程第１ 議案第 33 号『市立小学校及び中学校の通学区域について中改正に

ついて』 

 

 委員長 議題とすることを宣言 

 

（学校再編担当課長） 

 議案第 33 号「市立小学校及び中学校の通学区域について中改正について」ご

説明いたします。 

 議案の３ページをお開きください。「１の目的」でございますが、本議案は、

平成 22 年４月１日に市立光洋小学校と市立鴨居小学校が統合することに伴い、

光洋小学校の通学区域を鴨居小学校の通学区域に加え、所要の条文整備を行う

ものであります。 

 「２の改正内容、（１）通学区域」でございますが、光洋小学校の項を削除い

たしまして、その削除いたしました「鴨居２丁目の内 72 番から 81 番まで」を、

新たに鴨居小学校の通学区域に加えます。 

上の台中学校及び鴨居中学校につきましては、小学校の通学区域の変更に伴い、

表記を変更するものであります。 
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 （２）施行期日は、統合いたします平成 22 年４月１日となります。 

議案の１ページにお戻りください。 

 中段なお書きにありますように、本年９月 30 日以降に市立小学校に転入学ま

たは編入学する者については、改正後の鴨居小学校の規定を９月 30 日から適用

することといたします。これは、統合いたします光洋小学校の通学区域に転入

する場合には、鴨居小学校を通学校とする経過規定を設けるものでございます。 

 同様に、来年４月に入学いたします新１年生のうち、現在の光洋小学校の通

学区域に居住する者に対しましても、この改正により就学通知等を鴨居小学校

として送付いたします。 

 議案の３ページの「３の経過」及び４ページの「通学区域図」につきまして

は、参考までにご覧ください。 

 なお、市立上の台中学校及び市立鴨居中学校の通学区域の改正につきまして

は、来年３月の定例会に提出する予定でおります。 

 よろしくご審議いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

 質問・討論なく、採決の結果、議案第33号は、「総員挙手」をもって原案ど

おり可決、確定する。 

 

委員長 報告事項を聴取することを宣言 

 

 『平成 21 年度文化財保護周知啓発事業について』 

 

（生涯学習課長） 

それでは平成 21 年度文化財保護周知啓発事業について、ご報告させていただ

きます。 

１番目は「文化財見学会等」になります。（１）は 10 月 20 日の近代化遺産の日

にあわせ、開催する事業です。 

 近代化遺産の日とは、平成 17 年（2005 年）7月に全国近代化遺産活用連絡会

が横須賀市で開催された際に、10 月 20 日を近代化遺産の日とすることが決まり

ました。その年から全国で事業が展開されています。 

今年は、「徹底解剖：横須賀製鉄所」をテーマに米海軍横須賀基地内に残る近

代化遺産・近代遺跡を徒歩で見学をして回りします。 

 （２）は「文化財保護強調週間」協賛事業であります。大矢部にあります、

三浦一族ゆかりの寺、満昌寺が所蔵する文化財が特別公開されます。 

 満昌寺が３年前からはじめた催しで、この公開時しか見ることができない狩

野派の絵師・斉藤海信が描いた満昌寺襖絵をはじめ、国指定重要文化財木造三
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浦義明坐像（平成５年１月 20 日）、市指定石造双式板碑ほかが公開されます。 

 拝観時間は両日とも９時～16 時までで、どなたでも拝観することができます。 

 （３）は、11 月の第 1週目の「文化財保護強調週間」にあわせ、11 月６日に

開催する事業です。 

 運慶と和田義盛に焦点を絞り、和田義盛を願主として造立された、芦名・浄

楽寺が所蔵する大仏師運慶の作品、国指定重要文化財木造阿弥陀如来及び両脇

侍像や、同じく国指定重要文化財・木造不動明王・毘沙門天立像など５作品と、

三浦市にあります天養院の和田義盛に関連する史跡を見学いたします。 

 なお、木造阿弥陀如来及び両脇侍像は現在、鎌倉国宝館に出展中のため、鎌

倉国宝館にも訪れます。 

２番目は「埋蔵文化財発掘調査速報展」になります。 

平成 20 年度発掘調査により、弥生時代中期～後期の竪穴住居址８軒、古墳時代

後期の竪穴住居址２軒ほかが発見されました長沢にあります長岡南遺跡をはじ

め、市内で実施した発掘調査の概要を写真パネルと解説版で紹介する速報展を、

11 月２日から６日まで、市役所１号館展示コーナーで開催いたします。 

また、市役所で展示された後、11 月 10 日からは、地元の北下浦行政センター

に場所を移し、巡回展として開催いたします。なお、巡回展で使用した資料は、

そのまま北下浦行政センターで活用していただき、PR していただくことにして

おります 

３の第 29 回横須賀民俗芸能大会は 11 月 15 日（日）に横須賀市文化会館で開

催いたします。参加団体は、浦賀虎踊り保存会、長井町飴屋踊り保存会をはじ

め横須賀市民俗芸能保存協会加盟 10 団体のほか、厚木市から相模里神楽垣澤社

中をお招きします。 

お祭り等の際に行なわれる行事が多く、なかなか見ることができませんが、

このように横須賀市内で伝承されている民俗芸能が一同に会し開催しますので、

ぜひとも委員の皆様もお越し頂きたいと存じます。以上、報告とさせていただ

きます。 

 

（質問なし） 

 

 『神奈川県社会教育委員連絡協議会地区研究会（横須賀会場）の開催につい

て』 

 

（生涯学習課長） 

神奈川県社会教育委員連絡協議会地区研究会（横須賀会場）の開催について、

ご報告いたします。 
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神奈川県社会教育委員連絡協議会は、県内各市町村の社会教育委員が参加す

る組織で、総会、研修会と年３回の地区研究会を各市町村が持ち回りで開催し

ています。 

平成 21 年度は最初の地区研究会を、平成 21 年 10 月 23 日生涯学習センター

を会場として、横須賀市が当番となり開催いたします。 

県内各市町村からの参加者は約 150 名程度で、会議は社会教育委員の皆様が

主体となり運営し、元教育委員長の奥寺氏による人権講話や郷土史家・山本詔

一氏による開国秘話、また、当市社会教育委員皆様の活動状況を事例発表や審

議内容の中間報告を交え発表します。 

横須賀を PR する絶好の機会でありますから、あちこち足を伸ばして頂き、横

須賀の良さを知っていただけるような仕組みもしていきたいと思っております。 

以上、ご報告いたします。 

 

（質問なし） 

 

 『関東・全国スポーツ大会結果報告について』 

 

（スポーツ課長） 

スポーツ課から、関東・全国スポーツ大会の出場選手の結果報告をさせてい

ただきます。 

７月の教育委員会定例会において、出場予定者の報告をさせていただいてお

りますので、その結果報告ということでございます。本課で把握することがで

きます市立中学校と総合高等学校の結果について、資料にお示ししてございま

す。 

資料の１ページには、中学校の全国大会の結果を記載してございます。 

中でも、柔道の神明中学校 後藤 隆太郎 選手の準優勝、この準優勝は決勝戦

において旗判定の僅差で敗れたということでございますが、本選手をはじめ、

多くの選手が健闘・活躍をいたしました。 

１ページの下の部分から２ページにかけましては、中学校の関東大会での結

果を載せてございます。 

また、３ページには総合高校の生徒の結果を載せてございますので、ご確認

ください。 

なお、これらの情報につきましては、スポーツ課のホームページ等でもでき

るだけタイムリーに紹介をしようと取り組んでおりますので、機会がございま

したら、是非ご覧いただけると幸いでございます。スポーツ課からの報告は以

上でございます。 
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（質問なし） 

（理事者報告） 

 

（なし） 

 

（委員報告） 

 

（なし） 

 

（三浦委員長） 

 それでは最後になりますが、今月 29 日付で任期満了となります、出光委員か

ら、定例会へご出席は今月が最後となりますので、ご挨拶をいただきたいと思

います。 

 

（出光委員） 

 ４年間大変お世話になりました。本当にありがとうございました。まだ任期

は今日を入れて 12 日残っておりますが、ここまでつつがなく拝命いただいた仕

事を全うできそうなのも、皆様のご努力を賜ったもの、それにつきると思って

おります。 

 教育というものは、永遠にお子さんだけでなく、大人になっても、ハッピー

リタイアしても続くものだと思います。ご自身もご家族の皆様もそうでござい

ますけれども、市民の方の皆様の笑顔が絶えない様な、そして一生安心して教

え、育まれる環境をこれからも整えていっていただきたいと思います。また機

会がありましたらいろいろお教えください。本当にありがとうございました。 

 

（三浦委員長） 

 出光委員４年間お疲れさまでした。 

 

 

６ 閉会及び散会の時刻 

  平成 21 年９月 18 日（金） 午前９時 55 分 

 

     横須賀市教育委員会 

      委員長 三  浦  溥 太 郎 


